
議案第 63号

庄笹川

淵嶋

秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更につ

いて

地方自治法(昭和 22年法律第 67号) 第 286条第 1項の規定により、平成 2

8年 4月 1日から、秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務に水道事業の経営に

‘関することを加えるとともに、同組合規約を次のとおり変更することについて、議

決を求める。

秩父広域市町村圏組合規約の一部を変更する規約

秩父広域市町村圏組合規約(昭和 45年埼玉県指令地第 761号)の一部を次の

ように変更する。

第 3条第 8号イ中「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

(昭和 42年法律第 149号)Jの次に「、液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律施行令(昭和 43年政令第 14号)及び液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成 9年通商産業省令第 11号)J 

を加え、同条に次の l号を加える。

(10) 水道事業の経営に関すること。

第 19条を次のように改める。

(経費の支弁方法等)

第 19条 組合の経費は、組合の事業から生じる収入その他の収入をもって充て、

なお不足があるときは、別表により組合市町が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、組合の経費のうち第 3条第 10号に規定する水道事-

業に係る経費は、当該水道事業に係る料金、企業債、補助金、出資金、負担金

その他の収入をもって充てる。

3 前項の補助金、出資金及び負担金の負担割合は、組合市町の協議により定める。

別表中「負担区分」を「負担割合」に改め、同表に次のように加える。

l一同外 |均等割 25% 

人 口害1/ 75% 

附則

(施行期日)

1 この規約は、平成 28年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規定は、埼玉

県知事の許可のあった日から施行する。

(準備行為)



-・・-・



変更後の規約第 3条第 10号に規定する事務を共同処理するために必要な準備

この規約の施行前においても行うことができる。行為は、

2 

(承継)

組合は、秩父市水道事業、横瀬町水道事業、小鹿野町水道事業及び皆野・長瀞3 

上下水道組合水道事業の経営に関する事務並びに当該水道事業に係る財産及び

権利義務を平成 28年 4月 1日に承継するものとする。
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提案理由

秩父広域市町村圏組合が共同処理する事務に水道事業の経営に関することを加え

同組合の共同処理する事務及び同組合規約を変更することについて

協議本 ふため、地方自治法第 290条の規定により提出する。
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議案第47号

秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変

更について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第 1項の規定により、平成28年 4月 1日

から、秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務に水道事業の経営に関することを

加えるとともに、同組合規約を次のとおり変更することについて、議決を求める。

秩父広域市町村圏組合規約の一部を変更する規約

秩父広域市町村圏組合規約(昭和45年埼玉県指令地第761号)の一部を次のように

変更する。

第 3条第8号イ中「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭

和42年法律第149号)Jの次に「、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律施行規則(平成 9年通商産業省令第11号)Jを加え、同条に次の

1号を加える。

(10) 水道事業の経営に関すること。

第19条を次のように改める。

(経費の支弁方法等)
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第19条 組合の経費は、組合の事業から生じる収入その他の収入をもって充T、な

お不足があるときは、別、表により組合市町が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、組合の経費のうち第 3条第10号に規定する水道事業

に係る経費は、当該水道事業に係る料金、企業債、補助金、出資金、負担金その

他の収入をもって充てる。

3 前項の補助金、出資金及び負担金の負担割合は、組合市町の協議により定める。

別表中「負担区分Jを「負担割合」に改め、同表に次のように加える。

|一 |均等割お

|人口寄割IJ 7河5%

附則

(施行期日)

1 この規約は、平成28年 4月 1日から施行する。ただ し、次項の規定は、埼玉県

知事の許可のあった日から施行する。



(準備行為)

2 変更後の規約第 3条第10号に規定する事務を共同処理するために必要な準備行

為は、この規約の施行前においても行う ことができる。

(承継)

3 組合は、秩父市水道事業、横瀬町水道事業、小鹿野町水道事業及び皆野 ・長瀞

上下水道組合水道事業の経営に関する事務並びに当該水道事業に係る財産及び権

利義務を平成28年4月 1日に承継するものとする。

平成27年 6月16日提出

!償問i楠橋
秩父郡横瀬町長 富，田能局郁抑制緩

131i:転日ì Jn~J
甲町一ニニ土云己主唱

提案理由

秩父広域市町村圏組合が共同処理する事務に水道事業の経営に関することを加え

るため、同組合の共同処理する事務及び同組合規約を変更することについて協議し

たいので、地方自治法第290条の規定によりこの案を提出するものである。

議決第 50_帯

平成27年6月17B原案可決

横瀬町議会議長 小泉初

本書は議決書の写しである

平成27年6月1マ日

横瀬町議会議長小泉初
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議案第 23号

秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更につ

いて

地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 286条第 1項の規定により、平成 2

8年 4月 1日から、秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務に水道事業の経営に

関することを加えるとともに、同組合規約を別紙のとおり変更することについて、

議決を求める。

平成 27年 6月 9日提出

皆野町長 石木 戸 道也

提案理由

秩父広域市町村圏組合が共同処理する事務に水道事業の経営に関することを加え

るため、同組合の共同処理する事務及び同組合規約を変更することについて協議し

たいので、地方自治法第 290条の規定によりこの案を提出するものである。
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|議決|第一之5号l 平成27年 6月，_9日 原案可決

務事柄
皆野町議会議長 町悶 {dsa 

民金是認

上記は議決書の勝本である

平成27年 6月1-0白

皆野町議会議長 凶方図
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秩父広域市町村圏組合規約の一部を変更する規約
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秩父広域市町村圏組合規約(昭和 45年埼玉県指令地第 761号)の一部を次の

ように変更する。

第 3条第 8号イ中 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

(昭和 42年法律第 14 9号)Jの次に「、液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律施行令(昭和 43年政令第 14号)及び液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成 9年通商産業省令第 11号)J 

を加え、同条に次の 1号を加える。

(10) 水道事業の経営に関すること。

第 19条を次のように改める。

(経費の支弁方法等)

第 19条 組合の経費は、組合の事業から生じる収入その他の収入をもって充て、

なお不足があるときは、別表により組合市町が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、組合の経費のうち第 3条第 10号に規定する水道事

業に係る経費は、当該水道事業に係る料金、企業債、補助金、出資金、負担金そ

の他の収久をもって充てる。

3 前項の補助金、出資金及び負担金の負担割合は、組合市町の協議により定める。

、h

別表中「負担区分Jを 「負担割合」に改め、同表に次のように加える。ー |均等割 25% 
人口害Ij 75% 

附則

(焔行期日)

1 この規約は、平成 28年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規定は、埼玉

県知事の許可のあった日から施行する。

(準備行為)

2 変更後の規約第 3条第 10号に規定する事務を共同処理するために必要な準備

行為は、この規約の施行前においても行うことができる。

(承継)

1 



3 組合は、秩父市水道事業、横瀬町水道事業、小鹿野町水道事業及び皆野・長瀞

上下水道組合水道事業の経営に関する事務並びに当該水道事業に係る財産及び権

利義務を平成 28年 4月 1日に承継するものとする。
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議案第 28号

秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更につい

て

地方自治法(昭和 22年法律第67号)第286条第 1項の規定により、平成28

年 4月 1日から、秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務に水道事業の経営に関す

ることを加えるとともに、同組合規約を次のとおり変更する ことについて、議決を求

める。

秩父広域市町村圏組合規約の一部を変更する規約

秩父広域市町村圏組合規約(昭和 45年埼玉県指令地第 761号)の一部を次のよ

うに変更する。

第 3条第8号イ中 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭

和42年法律第 149号)Jの次に「、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律施行令(昭和 43年政令第 14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取

引の適正化に関する法律施行規則j(平成9年通商産業省令第 11号)Jを加え、同条に

次の 1号を加える。

(10) 水道事業の経営に関すること。

第 19条を次のように改める。

(経費の支弁方法等)

第 19条 組合の経費は、組合の事業から生じる収入その他の収入をもって充て、な

お不足があるときは、別表により組合市町が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、組合の経費のうち第3条第 10号に規定する水道事業

に係る経費は、当該水道事業に係る料金、企業債、補助金、出資金、負担金その他

の収入をもって充てる。

3 前項の補助金、出資金及び負担金の負担割合は、組合市町の協議により定める。

別表中 「負担区分」を「負担割合Jに改め、同表に次のように加える。

l 上記以外 |均等割 25% '，. .， ~ .. 
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附則

(施行期日)

1 この規約は、平成 28年4月 1日から施行する。ただし、次項の規定は、埼玉県

知事の許可のあった日から施行する。

(準備行為)

2 変更後の規約第3条第 10号に規定する事務を共同処理するために必要な準備行

為は、この規約の施行前においても行う ことができる。

(承継)

3 組合は、秩父市水道事業、横瀬町水道事業、小鹿野町水道事業及び皆野・ 長瀞上

下水道組合水道事業の経営に関する事務並びに当該水道事業に係る財産及び権利義

務を平成 28年 4月 1日に承継するものとする。

平成 27年 6月 16日提出

長 瀞町長 大津タキ江

提案理由

秩父広域市町村圏組合が共同処理する事務に水道事業の経営に関することを加える

ため、同組合の共同処理する事務及び同組合規約を変更する ことについて協議したい

ので、地方自治法第 290条の規定により この案を提出するものである。

議決第 28号

平戚27年 6月i6日 原案可決

長瀞町議会議長 新井利

上;;むよ勝本である

平成2.7年6月17目

長瀞町議会総長 新井利



議案第 37号

秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更

について

地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 286条第 1項の規定により、平成 28 

年4月 1日から、秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務に水道事業の経営に関す

ることを加えるとともに、同組合規約を次のとおり変更することについて、議決を求

める。

平成 27年6月 9日提出

小鹿 野 町 長 福 島 弘 文

提案理由

秩父広域市町村圏組合が共同処理する事務に水道事業の経営に関することを加え

るため、同組合の共同処理する事務及び同組合規約を変更することについて協議した

いので、地方自治法第 290条の規定によりこの案を提出するものである。

平成27年 8 月13日議決第 48 骨原案可決

僚懇交1ll
小鹿野町議会議長 加 藤 喜 →表向了郡三!

上記は謄木であ る
平成27年8 月17目

小鹿野町議会議長 加 藤喜

!な波小泉!

守主53主j
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秩父広域市町村圏組合規約の一部を変更する規約

秩父広域市町村圏組合規約(昭和 45年埼玉県指令地第 761号)の一部を次のよ

うに変更する。

第 3条第 8号イ中「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭

和 42年法律第 149号)Jの次に「、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律施行令(昭和 43年政令第 14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する法律施行規則(平成 9年通商産業省令第 11号)Jを加え、同

条に次の 1号を加える。

(10) 水道事業の経営に関すること。

第 19条を次のように改める。

(経費の支弁方法等)

第 19条 組合の経費は、組合の事業から生じる収入その他の収入をもって充て、な

お不足があるときは、別表により組合市町が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、組合の経費のうち第 3条第 10号に規定する水道事業

に係る経費は、当該水道事業に係る料金、企業債、補助金、出資金、負担金その他

の収入をもって充てる。

3 前項の補助金、出資金及び負担金の負担割合は、組合市町の協議により定める。

別表中「負担区分Jを「負担割合Jに改め、同表に次のように加える。

上記以外 |均等割 25% 

人口割 75% 

附則

(施行期日)

1 この規約は、平成 28年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規定は、埼玉県

知事の許可のあった日から施行する。

(準備行為)

2 変更後の規約第 3条第 10号に規定する事務を共同処理するために必要な準備

行為は、この規約の施行前においても行うことができる。

(承継)

3 組合は、秩父市水道事業、横瀬町水道事業、小鹿野町水道事業及び皆野・長瀞上

下水道組合水道事業の経営に関する事務並びに当該水道事業に係る財産及び権利

義務を平成 28年 4月 1日に承継するものとする。


